
 

購入・発注をする物品やサービスなどの内容や費用を事前に確認した書類 

（例）Webサイト、案内チラシ 

税込税込税込100100100万円万円万円   

以下の以下の以下の   

中小企業中小企業中小企業   

との取引との取引との取引   

               大企業との取引大企業との取引大企業との取引   

証拠書類[見積]の提出「必要」・「不要」について  

         税込税込税込100100100万円超の万円超の万円超の   

               中小企業との取引中小企業との取引中小企業との取引*1   
① 

 

 

② 

 

 

 

・展示会の案内チラシ 

・見積書 

 
*1：税込税込税込100100100万円超の取引の場合万円超の取引の場合万円超の取引の場合

は、は、は、複数見積(2社以上)が必要で

す。 

こちらでもこちらでもこちらでも

代用可能代用可能代用可能   

です。です。です。   

④どのような展示会か

記載がありますか。 

③金額が記載されてい

ますか。 

②内容や数量が記載さ

れていますか。 
①展示会の主催者が記

載されていますか。 

   必要必要必要
   

ｏｉｎｔ 

Ｐ 
当該取引の見積もりであることを、以下で確認します。 

   不要不要不要
   

④ 

[見積] 

③ 



 

[発注・契約] 

物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類 

（例）出展申込書・発注書・注文メール 

 ① 

 ② 

③ 
 

④ 

 

⑤ 
 

 
*1出展申込と別に、発

注や申込みをする設備や

装飾（電源・テント・

テーブル・装飾品等）に

ついては、平成29年7

月5日より前の場合は補

助対象外となります。 

証拠書類[発注・契約]の提出「必要」・「不要」について  

・注文した際の 

 ファクシミリ 

・電子メールの 

 プリントアウト 

・申込先からの受注確認書、 

 注文請書など  

こちらでもこちらでもこちらでも   

代用可能代用可能代用可能   

です。です。です。   

ｏｉｎｔ 

当該取引の契約・発注であること、 

補助対象経費であることを、以下で確認します。 Ｐ 

④申込した展示会名、

内容、金額等が記載さ

れていますか。 

③補助事業者名が記載

されていますか。 

②申込日が記載されて

いますか。（平成29年7

月5日前でも補助対象とな

ります。ただし請求書の発

行は平成29年7月5日以降

でなければなりません）*1 

①書類名は、発注・契

約・申込の書類である

ことがわかりますか。 

税込税込税込100100100万円万円万円   

以下の以下の以下の   

中小企業中小企業中小企業   

との取引との取引との取引   

                  大企業との取引大企業との取引大企業との取引   

         税込税込税込100100100万円超の万円超の万円超の   

            中小企業との取引中小企業との取引中小企業との取引   

   必要必要必要
      不要不要不要

   

⑤申込先の会社が記載

されていますか。 



 

[請求] 

 

① 
② 

③ 

 

 

 

④  ⑤ 

展示会の代金を請求されたことが確認できる書類 

（例）請求書 

⑤平成29年7月5日以

降に発行されています

か。（平成29年7月5日よ

り前に発行されている場合

は、補助対象外です。） 

④請求金額は記載され

ていますか。 

③申込した展示会名、

内容、金額が記載され

ていますか。  

②申込先の会社名が記

載されていますか。 

①補助事業者宛になっ

ていますか。 

証拠書類[請求]は、は、は、いかなる場合でもいかなる場合でもいかなる場合でも   

提出が提出が提出が「必要」「必要」「必要」です。です。です。   

ｏｉｎｔ 

Ｐ 
当該取引の請求であること、補助対象経費であることを、以下で確認します。 

お願いお願いお願い   

補助対象経費に計上する・計

上しないの明記をお願いしま

す。計上するものと、しない

ものが混在する場合は、計上

する明細にマーカーを引くな

どして、対象経費がわかるよ

うにしてください。 

   必要必要必要
   



 

物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料（原則は口座振込） 

（例）ＡＴＭご利用明細、振込票お客様控え 

[支払] 

証拠書類[支払]は、いかなる場合も提出が「必要」です。は、いかなる場合も提出が「必要」です。は、いかなる場合も提出が「必要」です。   

 

④支払日は請求日以降ですか。ま

た、支払日は、事業終了日以前です

か。（事業終了日後の支払いは、補助

対象外です。） 

③支払金額が確認できますか。請求

金額と同じですか。 

②支払先が確認できますか。又、請

求元と同じですか。 

①補助事業者名が確認できますか。 

ｏｉｎｔ 

Ｐ 
当該取引の支払いであること、補助対象経費であること 

を、以下で確認します。 

   必要必要必要
   

銀行振り込み サンプル参照 

現金払い サンプル参照 

クレジット払い サンプル参照 

コンビニ振込 サンプル参照 

宅急便（代引） サンプル参照 

★従業員等による立替払いの場合は、上記に加え

て立て替え分を精算したことが確認できる書類も

必要です。 

サンプル参照 

お願いお願いお願い   

補助事業に要した経

費と、他の経費を、

一括して支払った場

合は、その旨を 

ご記載ください。 

http://h28.jizokukahojokin.info/jisseki/pdf/shiharai001.pdf
http://h28.jizokukahojokin.info/jisseki/pdf/shiharai002.pdf
http://h28.jizokukahojokin.info/jisseki/pdf/shiharai003.pdf
http://h28.jizokukahojokin.info/jisseki/pdf/shiharai004.pdf
http://h28.jizokukahojokin.info/jisseki/pdf/shiharai005.pdf
http://h28.jizokukahojokin.info/jisseki/pdf/tatekae.pdf


 

[出展記録] 

実際に展示会に参加したことが確認できる資料 
（例）出展者リスト、写真 

①  

 

② 

①展示会名は記載されていますか。 

 

証拠書類 

[出展記録]ははは   

展示会に関わる費用展示会に関わる費用展示会に関わる費用   

を計上する場合にを計上する場合にを計上する場合に   

提出が「必要」で提出が「必要」で提出が「必要」で

す。す。す。   

Ｐ 

   必要必要必要
   

ｏｉｎｔ 

②展示会に参加したことが確認できますか。 

 

 

 

 

① 

① 

② 

② 

事業者が実際に展示会に参加したのか

を、以下で確認します。 

 

 

 

旅費を計上する場合

は、出張報告書と兼ね

ることもできます。 

こちらでもこちらでもこちらでも

代用可能で代用可能で代用可能で

す。す。す。   



 

[展示会等の出展要項・規約等] 

 

① 

② 

 

 

どのような展示会なのかが確認できる資料 

（例）出展要領・規約 

①展示会主催者が、作成したも

のであることが確認できます

か。（他の書類と組み合わせ

て、確認できれば結構です。） 

 

 

証拠書類 

[展示会の出展要項・規約等]
は、は、は、展示会にかかわる費用を計展示会にかかわる費用を計展示会にかかわる費用を計

上する場合は、提出が上する場合は、提出が上する場合は、提出が「必要」「必要」「必要」
です。です。です。   

ｏｉｎｔ 

Ｐ 
展示会が補助対象となる内容であるかを、以下で確認します。 

   
必要必要必要

   お願いお願いお願い   

ご提出の際は 

コピーでお願い 

します。 

（現物は不可） 
 

②展示会名・会期・会場が確認

できますか。 

 

 

② 

① 

 

 

 

 

・Webサイトの 

 画面コピー 

・展示会案内チラシ 

こちらでもこちらでもこちらでも   

代用可能代用可能代用可能   

です。です。です。   


